
Hokkaido Shinkin Bank 

 

令和 6年 3月 22日 

各 位 

北海道信用金庫 

賃上げの実施および初任給の引き上げについて 

 

 北海道信用金庫（理事長 佐藤 信明）は、物価高騰から職員の生活を守り安心して働くこ

とができる環境の維持、職員のモチベーション向上、将来を担う優秀な人財の確保と定着を目

的として、賃上げおよび初任給の引き上げを実施します。 

 既に令和 5年度には、単身赴任手当の増額（改定後：毎月 10万円）や特別一時金の支給を

実施してきましたが、今回は通常の定期昇給に加えてベースアップを実施いたします。 

 正職員については、定期昇給 2.3％以上を含む平均 8％以上の賃上げを予定しております。

特に若手・中堅職員を中心に処遇を引き上げ、若手職員については 10％を大きく超える賃上

げとなります。また、嘱託職員、契約職員に関しても個別の月額給与見直しによる賃上げを実

施します。 

 当金庫は、お客さまから「私たちの金融機関」と支持され、評価される『アワーズしんきん

バンクの実現』を目指し、人財への積極的な投資により、地域とお客さまの課題解決に引き続

き取り組んでまいります。 

記 

１．実施日 

令和 6年 4月 1日 

 

２．賃上げ率 

平均 8％以上（定期昇給見込 2.3%以上を含む） 

 

３．初任給引き上げ 

 引き上げ前 引き上げ後 引き上げ額 

大学卒 200,000円 230,000円 30,000円 

短大卒 160,690円 180,690円 20,000円 

高卒 155,930円 175,930円 20,000円 

以 上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道信用金庫 人事部 

（担当：多田） 

℡ 011-241-2127 


